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1．は じめ に

　1948年，世界医学協会第 2 回総会で 選定 され た ヒポク ラ テ ス の誓 い の 中 に．『人閤の 生

命 を受胎 の初め から至上 のもの と して尊重 す る』 とい う項 がある．同 じ年の 昭和 23年 7
月13日，現在 の母 体保護法の前身 である優 生保護法 が公布 され，同年 9月 11日実施 され

た．この 法律の 特徴は，人工 妊娠中絶を行い 得 る指定医師の 資格審査を民閤団体で ある都

道府県医師会が行 っ て い るこ とであ る．つ まり，特別な資格を付与される場合は必ず何ら

かの 監督 審査を受ける もの で ある が，本法にはその ような こ ともな くすべ て 自主的運営

に任され てい る 点で ある． した が っ て，指定医 師を取得 した者は，この 点を認識 し，本法

の 主 旨に 反せ ぬよう に十分な 自重，自戒が必要 で ある ．

2． 日本の 法律

　わ れわれ産婦人科医にと っ て は医師法，母子 保健法 ，母体保護法，労働基準法な どがは

じめにあ るよ うに考えがちで あ るが，わ が国の法 律は以下 に示 す 6 つ の法 律 を基本 的な

もの とし，その他 の法律 はこれ らの基本法 （六法）を詳細に 規定 したもの と解釈 してい るの

が一般社 会通念で ある（表 1）．このうち，日本 国憲法 が最高位 にあ り，その 第25条に生

存権，国の国民生活環境保全向上義務を謳 っ てお り．この 基本的な法 を基 に，民法．刑法

にもこれ に関連した運用の ため の 法が存在する ．その 下 に ，医師法 母子 保健法 労働基

準法 母体保護法な どが存在 して い る．さらに，これ らの法 律を実際的 に運用す るに 当 り，

各担 当の 省庁が施行法として実務的な運用 を規定し，地方自治体の 制度が加わ っ て く る．

3．母体保護法

本 法 は 7 章（第 4 章〜第 5 章削 除），39条（第 4条〜第 13条，第3031 条 削除）よ りな

り，その 主な内容は，不妊手術，人工 妊娠中絶 家族計画 指導な どに 関する事項 であ る．

第 1章総則 （第 1 条〜第 2 条）（目的，定義）

母体保護法の 目的，不 妊手術 人工 妊娠中絶の 定義な どが記載され て い る ．

（表 1 ）　日本の基本六法

「．日本 国 憲 法 　 　 　国 家 の 基 本 法

2．民 　　　法 　　　日常 生活に ま つ わ る 法律

3．商 法 ビ ジ ネ ス に 関 連する 法律 社会 関 係が中 心

4．民事訴 訟 法　　　民事裁 判手続 に つ い て の 定 め

5．刑　　　法　　　犯罪と刑罰 を定 め た法律

6．刑事訴訟法　　 　刑事裁判手続 に つ い て の 定 め

紐体保護法の 位置付けは，日本国憲法 その 下の刑法 の うち，第 213 条 （同意堕胎及び同致死傷），

第 214 条 （業務上 堕胎及び同致 死 傷），第 215 条 （不同意堕胎）等 に対す る例外法 とし て 存在 す る も

の で あ る，すな わち，わ れわれが感じて い る法の イメ
ージ と

一
般社会がもつ それとは大きく異な っ て

い る，
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第 2 章 （第 3条 ）不 妊手術

不妊手 術の 適応な どが述べ て あ る．

第 3 章（第 14条〜第 15条）母性保護

人工 妊 娠中絶 受胎調節実地指導な どが述 べ られて い る．

第 6 章 （第25条〜第 28条 ）届出，禁止，その他

届 出，通知 ，秘密の 保持，禁止な どが述べ られ て い る ．

第 7 章（第29条，第32条 〜第34条）罰 貝U
断寸貝U（第35条〜第39条）

　 （1）不妊手術

　不妊手術 は．生殖腺を除去 す るこ とな しに，生殖 を不能にする手術で 厚生労働省令（母

体保護法施行細則第 1条不妊手術の 術式）をも っ て 定 める もの をい う．人工 妊娠中絶と異

な り医師であれば実施 してよい ．この点が人工 妊娠中絶と大きく異なる ．しか し，人工 妊

娠 中絶手術 と同様 に，配偶者の同意が必要 である，さらに，不 妊手術を行 っ た場合 には，

その 月中の 手術の結 果を取 りまとめ て翌 月 10日まで に都 道府県知事 に届け な けれ ばな ら

ない ．

　（2）人工 妊娠中絶

　 1）定義の 確認

　人工 妊娠 中絶 とは，胎児が，母 体外 において，生命を保続す る ことの で きない日寺期に，

人工 的 に，胎児およびその附属物 を母体外 に排 出することをい う．と定義 され て い る．

　胎児が生命を保続す るこ とができない時期 につ い て は，昭和28年で は，妊娠 8 月未満，

昭和 51年で は，妊娠満 24週末満 ，平成 2 年 には現行の 妊娠22週 未満 とな っ て い る．こ れ

らの時期に 関 しては，い ずれも厚 生事務次官通知 によ る．また，附 属物 とは，胎盤 卵膜

臍帯，羊水の こ とで あ る．

　 2）人工 妊娠中絶 と他 の医療 との 差異

　人工 妊娠中絶手術は，次 の諸点におい て，中絶以外の医療 行為 とは大 きい差異があ る．

　  人工 妊娠中絶の影響は大きい

　本来，こ の 手術は，個人 の生命 ，健康の保持 ・増進の 目的 をも っ て行 うもの で あ るが，

妊娠が成立する背景 には多くの 複雑な社会事情が存在 している．これ には，人ロ 問題や社

会道義，秩序とも深 い つ な がりを も っ てい る．

　  指定医 師の みが行 い うるこ と

　人工 妊娠中絶手 術は，指定医師の み が行 い得 るもので，指定医 師以外は行 うこ とがで き

な い，この こ とに つ い て は，過去，指定医師以外と指定医師の格差，独占禁止法 との 関係

につ い て 激しく協議 され た時期 もあるが，現行の まま とい うところに落ち着い て い る ．

　  母体保護法に定 め られ た適応 （表 2 ）の ある場合 にの み行い 得る こ と

　母体保護法に よ り規定され て い る．した がっ て ，こ の適応を無視し た場合は母体保護法

違反 とな る．

　  中絶は患者 の求 め に応 じて行 うもので はな い こと

　中絶以外の 医療につ い ては医師法第 19条（後述）にある ように拒む こ とがで きない ．

　本手術は患者 の求 めに応 じ，希望によ っ て行 うもの で はな く，中絶の 適応があ る と指定

医師が判断した場合 にのみ行 うべ きもので ，この点が前述の 医療法 との 大 きな差異があ る

点で あ る，つ まり，適応 がない と指定医師 が判断した場合に は，これ を拒まなけ れ ばなら

な いとい うことである，

　  人工 妊娠中絶後は届 出の義 務 があ り（第25条），これに反 した場合 に は罰 則が あ る こ

と（第32条）も知 っ て おかなければな らない ．
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（表 2 ）　母体保謹法に 定め られた適応

　母体保護法第 14 条

第 1項

第 1号 妊娠の 継続または分娩が身体的 ま たは経済的理由に よ り母体の 健康を著 し く害す る おそれ

　 　 　 の ある も の

第 2 号 暴 行若 し く は 脅迫 に よ っ て また は抵抗若 しく は拒絶する ことが で きな い 問に 姦淫 され て 妊

　 　 　 娠 した もの

第 2 項 前項の 同意は，配 偶者が知れな い とき若しくはその 意志を表示す る こ とがで きな い ときまた

　 　 　 は妊娠後に 配 偶者がな く な っ たときに は本人の 意思 だけで 足りる．

　  人工 妊娠 中絶を行 う場合 には．第 14条第 2項の 例外 を除 き，配 偶者の 同意 が必要 で

あること（第 14条）

　以上の点がその特徴で あ る．

4．母体保護法 とその 他の 主な関連法

　（1）母体保護法 と軽犯罪法

　母体保護法と無関係に思わ れ る 軽犯罪法の 中にも，第 1条 18項に 自己 の 占有す る場所

内に ，老幼，不具若 しく は傷病の た め扶助を必要 とす る者 または人の 死 体若 し くは死 胎の

あ る ことを知 りな がら，速や かにこ れを公務員 に申 し出なか っ た者 ．とあ る．

　すなわち，胎児の死体 を発見 した場合 は，所轄の警 察へ 届出の義務 が課せ られて い る ．

　 （2）母体保護法 と医師法

　母体保護法 と関連 する医師法には，以 下の条項 が存在 しこ れ らを遵守 しな ければな らな

い．

　医師法 19条（診療に応ずる義務等）2 項に ，診察若し く は検案を し，または出 産に立 ち

会 っ た医師は．診 断書若 しくは検 案書 また は出生証 明書若 しくは死産証書 の交付の求が

あ っ た場合には，正 当の事 由がなければ，これ を拒んではならない ．

　医師法第20条 （無診察治療等の 禁止）には，医師は 自ら診察 しな い で治療を し．若 しく

は診断書若 しくは処方箋を交付し，自ら出産 に立ち会わないで出生証明書若 しくは死産証

明書を交付 し，ま たは自ら検案を しない で検案書を交付 してはならない，但 し，診療中の

患者が受診後24時閂以内に 死亡 した場合 に交付す る死 亡診 断書につ い ては ，こ の 限 りで

はない ．

　医 師法第21条 （異状 死体等の 届出義務 ）には，医師は，死体 また は妊 娠 4 月以 上の死産

児を検案 して 異状があ る と認 め た ときは，24時間以内 に所轄警察署に届け 出な ければな

らない ．

5．妊 娠 中絶実施前後 の 書類

　妊娠中絶の実施前 とその 後 では，必要 な書類の 作成
・
提出が妊娠週数に よ っ て 定められ

てい る．

　（1）妊娠中絶実施前

　人工 妊娠中絶 は患者の 求め や希望 で あ っ ても ，法 に定め られ た適応がない と指定医 師が

判断 した場合 には行うべきで はない ．母体保護法 第 14条 に は，2 項の 適応 基準 が存在 す

るが，第 14条 1項の 内，身体的理由．経済的理由の認定基準を以下 に示す．なお，第 14
条 2 項 はその状態 を把握す るのは非常に難 しい．刑事事件 として 被害届 が出る 場合は，
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現在各県に よ っ て若干の差異は あ るもの の 担当警察官 が立会 い，その状況を把握 して い る

の で 被害者が妊娠 した場合には，その確認 を行うこ とを勧 める．しか し，被害届の 出 て い

ない 場合 には本 人の話 しだけでの状況判 断は危険 で あ り，保護 者や 第 3 者 とな る者 との

十分な了解 を必要 とす る．

　 1）身体的理 由の 認定基準

　医学的適応に つ いては，母体 に何 らかの疾患があ り，妊娠 ・分娩によ っ て悪化 して，母

体の健康がそこなわれ生命を危うくすると予想 される場合 であ る．

　○疾患を有 してい る碍体の場合

　力 ル テ に は単に病名 だけを記載でな く，

　 a ．その 疾患が治療を要すべ き状態で あ っ たかどうか

　 b．具体的な治療内容を記載す るとともに

　 c．その疾患に対す る主治医の診断書

を とっ ておくこ とも勧め る．

　疾患に よ っ て は
一

過性で あ っ て，適切な処置 ・治療 によ っ て妊娠中に経過，治癒する と

思われるもの は中絶の適応にはな らない ．

　例えば．感冒，イ ン フ ルエ ンザ ，風疹 　トキ ソプラズ マ ，梅毒 淋疾な どである，

　  妊娠経過に異常 があ る場合

　例えば重 い妊娠悪阻 があ り治療に よ っ ても悪 化 して，母体の健康が著 しく害 され る おそ

れがあ る場合な どである．

　流産や胞状奇胎は治療 であ る の で 人工 妊娠中絶で はない ．

　  現 在特別の 疾患はな い が，身体虚弱で妊娠の継続 ，分娩 によ っ て健康を著 しく害 する

と予測 され る場合

　特に疾患がな い場合 にば 妊娠を持続す るこ とによ り母体の 健康を著 しく害す る おそれ

があ ると認 め られ ると，カル テ ・中絶報告 書に記載す る．

　 2）経済的理 由の認定基準

　経済的理由は母体の 健康がそこなわ れる おそれがあ るための
一

要件 で ある．

　医師による 「経済的理由」の判断は甚だ困難 であるが，現在なお存 続する厚生省の 運用

通知（昭和28年 6 月 12日厚生事務次官通 知）に は，この条項の該 当理由 と して次 のよ うに

指示 して い る．

　  現在生活扶助，医療扶助を受けてい るか．または これ と同様 な生 活状態 にあ る場合

　  生活の 中心にな っ てい る本人が妊娠 した場 合

　  上 に該当しな くて も，その世帯が妊娠の継続 または分娩によ っ て生活が著 しく困窮 し，

生活保護の適用を受け るに至 るべ き場合

　  の場合には明 らかに認定で きるが，それ以外 の場合に は．家族の構成 ．生活の中心が

誰で ある の か ，収入は どの 位あ る の かな どを聴 取する こ と．また，人 工 妊娠中絶 を受 ける

者が妊娠 分娩によ っ て如何な る身体的障害を受けるおそれ があ るかを記載 しておく必要

があ る ．

　3）同意書

　  人工妊娠中絶の同意書

　母体保護法に よる不妊手術 または人工 妊娠中絶を実施す るには，すべ ての場合 に本人の

同意と配偶者の 同意を得な けれ ばな らない ，

　 配偶者 とは，

　 a ．民法上 に記す届出 によ っ て 成立 した婚姻 関係 にあるもの

　b，届 出は して いな い が実質的に夫婦と同様 の 関係 にあ るもの

と民法 上の規程 が適応 され る．ただ し，母 体保護法で は本人および配 偶者 が成年 に達 して
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い る かどうかは問題に されて い ない ．した が っ て，
一

方または双方が未成年者であ っ て も

適法な 同意を行うこ とがで きる ．ただ し，不妊手術の 場合は，未成年者は適法な同意をす

る こ とはで きな い．

　  中絶方法と麻酔に関する 同意

　
一

般 の手術と同様，人工 妊娠中絶を行う場合にも，具体的な中絶方法，麻酔を必要 とす

る場合，それ ら に対す る説明と同意を得 て お く こ とは 必要なこ とで あ る ．

　  外 国籍者の 中絶希望者

　国籍 が日本国籍を有 してい る外国人 は別 とし て，外国籍の者が妊娠 中絶 を希望する 場合

には，外国人登録の 有無な どの確認以外に ，配偶者の 同意を表示 する電報その 他の 文書を

と っ ておくこと，適応項 目は国によ っ て異 なる．それぞれの適応要件 に関するその国での

事実関係の 有無の 確認 宗教上の事 由なども十分確認する ．した が っ て ，特 に緊急を 要す

る 場合 を除い て は，帰国 後に その 国の方法 による処置 が行われ るこ とが望 ま しい．

　（2）妊娠中絶実施後の 書類

　妊娠中絶実施後の 書類記 載にあた っ て ，まず ，用語の 整理をする必 要があるの で 記載す

る．

　D 死 産の 定義

　死 産 とは，妊娠 12週 以後 における死児の 出産 をい い ，死 児 とは，出産 後 に おい て も心

臓膊動 ，随意筋の運動および呼吸のい ずれ をも認め な いもの をい う．

　なお，届 出は 7 日以 内に出 さな くてはならない ．

　  人工死産

　胎児の母 体内生存 が確実であ るときに，人工 的処置を加えたこ とに より死産に至 っ た場

合をい う．

　人工 的処置とは，胎児または附属物（病的附属物を含む）に加えた措置 および陣痛促進剤

の 使用をい う．

　  自然死産

　人工 死産以外の場合はすべ て 自然死産 とする．

　人工 的処置を加 えた場合 でも次の もの は 自然 死産 とする．

　a ．胎児を出生させ る こ とを 目的として ，人 工 的処置 を加 えたにも かかわ らず死産 した

場合

　b，母体内の胎 児が生死不明 であ るとき．または死亡 して い る とき に人工 的処置を加え

て死 産 した場合

と定義 されている．

　2）母体保護法による人工 死産

　母体保護法に基づい て人工 妊娠中絶を行 っ た場合を，人工 死産の うち ，母体保護法 によ

る死産 とす る．

　この場合，人工 妊娠中絶報告書の 他に ．死産 の届 出も必要で ある．

　3）母体保護 法によらない人工 死産

　母体保護法第 14条 1項 に定め る指定医 師に よらない 人工 妊娠中絶で胎児が母体外にお

い て生命 を保続す るこ とがで きる日寺期 （妊娠 22週以降）に おけ る人工 死産がこ れ に該 当す

る．

　これ は主に，母体の生命 を救 うための緊急避 難の場合等に限 られ て い る．こ の場合は，

指定医師 である必要はない．

　（2）− 1）死 産証 明書

　死 産証 明書 （死体検 案書）の作成 は，妊娠 「2週以後 の死 産が該当する ，な お，妊娠12週

以後 の死産で あ っ ても，次 の場合 は死産証明書 （死体検案書）を作成す る必要はない．
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　 ・子宮内容物が胎児の 形を成して いな い場合

　 ・胎児を認 めな い場合

　　 妊婦が死亡 し，胎児の 死亡 も確実な場 合

　（2）− 2）中絶実施報告書と死産 証明書との関係

　指定医師ばか りで な く，産婦人科医 師で あれ ば以下 の届 出につ い て は熟知 して い なけれ

ばならない．中絶実施報告書，死産証明書 と妊 娠週数 との 関係を以下 の 表 3 に示す．

　  妊娠 12週未満

　妊娠 12週 未満 の場合 ，指定医師は中絶 の実施報告書 を記載 し届出 る 必要があ る．しか

し，死産証明書の用紙記載，死産届は必要 ない，

　  妊娠 12週以後〜22週未満

　妊娠12週以後〜22週未満の 場合，指定医師が行 っ た人工 妊娠 中絶 後は，中絶実施報告

書を提 出す る，

　中絶実施報告書 が不要な場合（法第38条）もある，とは，死産証 明書 の 証 明者 と死 産の

届 出人 が同
一

医師であ る場合で あ り．実際には殆どあ り得ない ．

　死 産証明書 の死 産 の 自然人 工 別欄．2．母体保護 法に よる 人工 死 産に ○ を記 して，その

下段 にある電 体保護法 による場合 で人 工 死産の場合 の 欄に 1，母体側 の疾 患によ る場合 に

は，その疾 患名 を記載 す る．2．その他 とは，経済的 理 由また は暴行．脅迫によ る 妊娠な

どである．

　  妊娠 22週以降

　妊娠 22週 以降の 場合．母体保護法に 関係な く，母 体の 生命の 危 険を救 うため の 緊 急避

難 行為 で行 い，不幸に して死産にな っ た場 合である，医療行為 であ り，母 体保護法 の適応

外で あ る． した がっ て ，指定医 師以外の 医師も記載 する必要があ り，この場合 ，中絶実施

報告書の 記載は不要で あ る．

　死産証明書には，自然死産に○を記 して証書 を完成 させ る．ただ し，緊急の ためやむを

えず生胎児 に尖頭術な どを行 っ た場 合には，人工 死産 ・母体保護法によ らない もの に○を

記 して 証明書を完成させ る．

　胎児死亡の時期につ い ては．分娩 前とは陣痛 の開始前を いい ，分娩中とは陣痛開始 から

胎児 が娩出 し終わる までをい う．なお，陣痛開始前の帝王切開分娩におい ては，執刀開始

から胎児が娩出 し終わる まで の 間の胎児死亡 は分娩 中とす る．

　死産証明 書 は．死産 した児 の 数分 を作成 す るこ とを忘 れ てはな らな い．例え ば，品胎

（3 胎）の場合．2 児が死産で ， 1児が生児の 時 で，取 り出 した順 によ り，3 子 中第 1 子 が

死産，第 2子 が生児，第 3 子が死産の 場合に は．出生証明書 1通 ，死産証 明書を 2 通作

成す る，単胎 ・多胎の 別の 欄に は，死産 証明書 2 通の うち，3 子 中第 1子，3 子 中第 3

子 と対応する数字をそれぞれ記 載する．

（表 3 ）　妊娠週数からみた各種証書の 関係

妊娠週数 12週未満 12週以後〜 22週未満 22週以後

中絶実施

報告

死産証書

死産届

必要

不要

不要

　　　必要

不要な場合も あ る

　　　必要

　　 （必要）

不要

必要

（必要）
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6．指定医師の 認定方法

　（1）指定医師の 認定

　指定医師の 認定 は，各都道府県医師会 が認 定する こ とにな っ て い るこ とは前述 したが，

こ の 基準に関して は，日本医師会 が指定基準 モ デルを作成 し，その モ デル を基に地域の実

情に応 じて各都道府県 が作成 し運用 され て い る，なお ，こ こ で は日本医 師会が作成した「母

体保護法指定 医師 の指定基準」モ デル に つ い て その
一部 を記 載す るが，こ の モ デル は平 成

18年 3 月 14日に一
部変更 され，平成19年度から各都道府県の 実情に応じたモ デルが作成

されてい る状況 で あ る，詳細は各都道府 県で異なるの で 確認を して お く こ とを勧め る．

　D 「母体保護法指定医 師の指定基準」モデル

　その 前文 には，母体 保護法指定 医師を指 定す る場合 は，人格 ，技 能及 び設備 の 3 点を

考慮 して ，適正 な る 指定 を行 うと共に遵守事項の励行を 求め るも の とする ．と記載され て

い る．この うち，人格 に関 しては不 変的で あ るが，技能お よび設 備 の 2 点に 関 して は，

今回変更 され て い るので ，変更箇所 を記 載する （表 4 ）．

　指定医師に よる 人工 妊娠中絶は ，特別の場合 の ほかは ，申請 した診療施設以外の 場所 で

行 っ て はならない こ とにな っ てい る．

　また，申請 ，認可 され た診療施設を変更 した場合（転居 ，転任な ど）は．その場所での 指

定医師の 資格は停止する．再審査が受理され る まで は人工 妊娠中絶を行 っ て はならな い．

つ ま り，原則 1人 の指 定医師が，指定 を受けた場所以外の診 療施設 で 人工 妊娠中絶を行

うこ とはできない ．緊急 やむを得ない場 合以外は t 往診や出張な どで 中絶する こ とはで き

ない ．ただ し，患者 自身 が入 院中な どで 自由に外出がで きな い よう な 場合（結核療養所，

精神病院など），離島な どの場合 は例外 とな っ て い る．

　指定医師の 遵守 すべ き事項

　今回
一部変更 されたが 遵守すべ き事項として は以下の 6 項目があ げられて い る．

　a．少子化傾向に鑑 み，初産平均年齢を引き下げ るよう努力す るととも に正 しい 家族計

　　 画 を指 導すること．

　b．人工 妊娠中絶手術の 適応を厳守する こ と，

　C．診療内容は産 婦人科医療を主体 とすること．

　d．医師会 および産婦人科専門団体の 行う研 修を受講す る こ と．

　e．入工 妊娠中絶手術 の実施は 、指定医 師と して指 定を受け た施 設内の み と し，往診先

　　 または他の施設 において 行わない こ と．

　f．必要 に応 じ術後 の受胎調節の 指導を実施する こ と．

　2）「母体保護法指定医師の指定基準」細則

　「母体保護法指定医師の 指定基準」モ デル には さらに，その 運用 に関 して 細則が設 けら

れ てお り，その 中で，設備の 項 目に，蘇 生器具，手術台お よび回復 室等を有 すること［変

更］，中期中絶を行 う場合 は t 必 ず入院 設備およ び分 娩を行い うる体 制を有す ること ［新

設］．常時回復室を観察 し うる体制が確保され てい る こ と［新設］，が加 わ っ た ．
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（表 4 ）　母体保護法指定医師の 指定基準モ デ ル
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6． おわ りに

　昨今 ，法律をめぐる問題．特 にその 解釈 に関 して さま ざまな社会的問題 が発生 して い る ．

産婦人科領域は，その テ リ トリ
ーが広 い うえに，生命倫理 に直結 す る分野 で もあ り，科学

の 進歩に こ れ ま での 倫理 観 社会通 念が追 い つ かな い の は，どの 時代 で あ っ て も普遍的な

事実で あ ろう．母体保護法の 前身で ある優 生保護法も，当時の科 学者 達がよかれ と考えた

優生思想 も時代 とともに変化す るのが必然 で あ る．現存す る法律を 遵守する こ とも必要な

こ とで あ り，その運用 に当た っ て は十分熟慮され たい ．
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